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   第 ８ 回   熊本県議会  総務常任委員会会議記録 

 

令和８年２月20日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時19分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和７年度熊本県一般会計補

正予算(第12号) 

議案第３号 令和７年度熊本県収入証紙特

別会計補正予算(第１号) 

議案第11号 令和７年度熊本県市町村振興

資金貸付事業特別会計補正予算(第１ 

号) 

議案第13号 令和７年度熊本県公債管理特

別会計補正予算(第１号) 

議案第20号 専決処分の報告及び承認につ

いて 

   ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 中 村 亮 彦 

        副委員長 前 田 敬 介 

        委  員 池 田 和 貴 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 渕 上 陽 一 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 堤   泰 之 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

知事公室 

         公室長 深 川 元 樹 

      政策審議監 阿 南 周 造 

危機管理監 鳥 井 薫 順 

国際・くまモン局長 櫟 本 麻 理 

       政策調整監 中 川 太 介 

        秘書課長 田 浦 貴 久 

        広報課長 大 谷 智 子 

    危機管理防災課長 井 上 雄一朗 

        国際課長 𠮷 仲 範 恭 

      くまモン課長 山 田      崇 

 総務部 

         部 長 千 田 真 寿 

  理事兼県央広域本部長 

   兼市町村・税務局長 橋 本 誠 也 

 総括審議員兼政策審議監 坂 野 定 則 

      総務私学局長 工 藤   晃 

        人事課長 寺 本 和 央 

  首席審議員兼財政課長 元 田 啓 介 

    県政情報文書課長 大 石 顕 寛 

      総務厚生課長 帆 足 朋 和 

      財産経営課長 有 田 知 樹 

      私学振興課長 松 村 加奈子 

 首席審議員兼市町村課長 藤 由   誠 

      消防保安課長 楠   ゆみ子 

        税務課長 内 村 秀 之 

企画振興部 

         部 長 富 永 隼 行 

理 事 

(デジタル戦略担当) 

   兼デジタル戦略局長 阪 本 清 貴 

         理 事 

  (球磨川流域復興担当) 

  兼球磨川流域復興局長 府 高   隆 

総括審議員兼政策審議監  

兼地域振興 

・世界遺産推進局長 柴 田 英 伸 

交通政策・統計局長 坂 本 弘 道 

土木技術審議監 有 働 人 志 

  首席審議員兼企画課長 受 島 章太郎 

首席審議員 

兼地域振興課長 若 杉 久 生 

阿蘇草原再生 

・世界遺産推進課長 吉 田 二 浩 

      交通政策課長 牧 野 記 大 

空港アクセス鉄道 
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      整備推進課長 宮 原 尚 孝 

   統計調査課長 上 野 成 也 

  デジタル戦略推進課長 大 村 克 行 

    システム改革課長 四方田 亨 二 

 球磨川流域復興局政策監 甲 斐 奈美枝 

 出納局 

  会計管理者兼出納局長 野 中 眞 治 

       会計課長 小 夏   香 

      管理調達課長 阿 南 秀 二 

 人事委員会事務局 

         局 長 城 内 智 昭 

       公務員課長 森   亮 子 

 監査委員事務局 

         局 長 井 藤 和 哉 

         監査監 石 井 利 幸 

監査監 天 野 誠 史 

監査監 二 宮   守 

議会事務局 

  局 長 波 村 多 門 

次長兼総務課長 鈴   和 幸 

        議事課長 下 﨑 浩 一 

      政務調査課長 坂 本 誠 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

     議事課課長補佐 吉 村 修 一 

     政務調査課主幹 時 吉 啓 通 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○中村亮彦委員長 ただいまから第８回総務

常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に２名の傍聴の申出がありま

したので、これを認めることとしました。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について、執行部の説明を求め

た後、一括して質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明及び質疑応答は、

効率よく進めるために、着座のまま簡潔にお

願いします。 

 初めに、総務部長から総括説明をお願いし

ます。 

 千田総務部長。 

 

○千田総務部長 おはようございます。 

 今回提案しております議案の概要について

説明申し上げます。 

 令和７年度２月補正予算につきましては、

今後の事業執行見込みの精査により89億円を

減額する一方、国の経済対策に対応した事業

や経済対策に合わせて本県独自に取り組む事

業として、物価高騰を踏まえた事業者への支

援など186億円を追加することにより、総額

で98億円の増額補正となります。 

 なお、今回併せて御報告いたします、衆議

院議員総選挙等の実施のため知事専決処分し

ました１月補正予算の13億円を含めた２月補

正後の令和７年度一般会計の予算規模は、１

兆107億円となります。 

 この後、予算関係議案の総括的な説明につ

きましては財政課長から、また、予算の詳細

な内容につきましては担当課長からそれぞれ

御説明申し上げますので、よろしく御審議い

ただきますようお願い申し上げます。 

 

○中村亮彦委員長 次に、財政課長から、今

回の補正予算の概要等について説明をお願い

します。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 それでは、常任委員会説明資料、１ページ

をお願いいたします。 

 冒頭、総務部長が御説明申し上げましたけ

れども、まず、１ページ上段、令和７年度１

月補正予算(知事専決処分)の概要でございま

す。 

 先般１月15日に１月臨時会を開催いただき

まして、１月補正予算を議決いただいており

ますけれども、その後、１月23日の衆議院の

解散日に、選挙費につきまして専決処分を行

っております。内容のところ、衆議院議員総
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選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の実施に

よりまして、13億3,100万円の専決処分を行

ってございます。 

 その上で、中段から令和７年度２月補正予

算の概要でございます。 

 一般会計補正予算(第12号)になりますけれ

ども、国の経済対策、また、国の経済対策に

合わせた独自の地域活性化策に係る事業のほ

か、事業の執行見込みの精査による補正など

で97億6,000万円の増額補正を行ってござい

ます。 

 主な内容でございます。 

 １番の国の経済対策への対応につきまして

は、(1)地方の伸び代の活用と暮らしの安

定、(2)経済安全保障の強化、(3)食料安全保

障の確立等につきまして124億300万円。 

 ２番、経済対策に合わせた独自の地域活性

化策、いわゆる物価高騰重点支援交付金を活

用しまして、(1)「食のみやこ」熊本の創造

に向けた取組み、トラック運送事業者への支

援・事業承継・価格転嫁・ＤＸ等に取り組む

事業者への支援などにつきまして62億1,900

万円を増額補正してございます。 

 また、３、その他、子どものための教育・

保育給付費としまして23億1,300万円、こち

らも増額補正を行っております。 

 最下段、１月補正(専決処分)及び２月補正

の合計で110億9,100万円の増額でございま

す。 

 下、２ページの表を御覧いただきますと、

１月臨時会、１月補正議決後の補正前の額が

9,996億700万円に対しまして、２列ございま

す。まず、１月補正の専決分が13億3,100

万、２月補正の97億6,000万の増額補正を合

わせて110億9,100万円の増額を行いまして、

補正後の予算規模が１兆106億9,700万円とな

ってございます。 

 そのほか、特別会計、企業会計につきまし

ても、減額、増額の補正等を行ってございま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ３ページ、４ページが歳入でございます。 

 こちらも、列につきましては、補正前か

ら、１月補正の専決、２月補正分と２列入れ

ておりまして合計額を出してございます。 

 主な内容につきましては、補正額の説明の

部分に記載をしてございます。 

 おめくりいただいて、５ページ、６ページ

が歳出でございます。 

 こちらも同様に、補正前の額から１月専

決、２月補正と２列書いております。 

 １月専決分につきましては、13億の一般行

政経費のところのその他に大半が載ってござ

います。 

 また、補正額の説明のところ、主な内容に

つきましては、補正額の説明欄に記載をして

ございます。 

 補正予算の概要については以上でございま

す。 

 

○中村亮彦委員長 引き続き、担当課長から

議案について説明をお願いします。 

 まず、人事課長に、各課共通の職員給与費

について説明を求めた後、関係課長等から、

職員給与費以外の項目について、資料に従

い、順次説明をお願いします。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 職員給与費につきまして、一括して人事課

から説明させていただきます。 

 表の上段、一般管理費、説明欄、職員給与

費でございます。 

 今年度の当初予算は、令和７年１月１日時

点で在籍している職員の給与を基に算定して

おりますが、その後、人事異動による職員数

の変動、給与改定に伴う給与単価の変動など

によりまして、当初予算と実際の給与費に違

いが生じているため、補正をお願いするもの

でございます。 
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 各課の職員給与費につきましても同様でご

ざいますので、各課からの説明は省略させて

いただきます。 

 職員給与費に関する説明は以上です。 

 

○中川政策調整監 知事公室付でございま

す。 

 ８ページをお願いいたします。 

 ２段目の計画調査費について、右側の説明

欄を御覧ください。 

 内訳は、知事の特命事項、県政の重要課題

等への対応に係る経費について、所要見込額

の減に伴い減額するものです。 

 知事公室付は以上でございます。 

 

○大谷広報課長 広報課でございます。 

 ９ページをお願いいたします。 

 広報費について、説明欄を御覧ください。 

 １の広報事業費、(1)熊本県広報紙発行事

業は、所要見込額の減に伴い減額するもので

す。 

 (2)市町村派遣職員人件費負担金は、市町

村からの派遣職員に対する人件費負担金とし

て増額するものです。 

 ２の広報諸費は、県庁受付等会計年度任用

職員の配置に要する経費の所要見込額の減に

伴い減額するものです。 

 次に、債務負担行為の変更でございます。 

 広報関係業務及び首都圏広報業務につきま

しては、11月議会において、それぞれ債務負

担行為の追加を御承認いただいたところで

す。今回、広報関係業務はラジオ広報につい

て、首都圏広報業務は銀座熊本館のＡＳＯＢ

Ｉ・Ｂａｒの運営について、年度当初から継

続して実施する必要があるため、これに要す

る経費を加えた限度額に変更をお願いするも

のです。 

 広報課は以上です。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 ２段落目の防災総務費について、説明欄を

御覧ください。 

 ２、防災対策費の下から２つ目の(7)の市

町村派遣職員人件費負担金は、市町村からの

派遣職員に対する人件費負担金で、今年度か

ら新たに派遣されている職員１名分の給与を

計上するものでございます。 

 次の(8)の防災ＤＸ推進事業は、執行残分

の減額176万円と、新たに国の交付金を活用

して、災害時の住家被害認定調査のモバイル

システムを導入する経費5,300万の差引き

5,124万円を増額するものでございます。 

 他の事業は、いずれも執行残分の減額で

す。 

 続いて、11ページをお願いいたします。 

 下段は、繰越明許費でございます。 

 自助力強化推進事業は、国の防災気象情報

の見直しに合わせて、マイタイムラインのガ

イドブックや作成支援サイトを改定すること

といたしておりますが、国の防災気象情報の

見直し内容が固まるのが予定よりも遅れたこ

とから、改定作業の期間が来年度にまたがる

ものでございます。 

 防災ＤＸ推進事業は、先ほど10ページで申

し上げました、国の交付金を活用して、災害

時の住家被害認定調査のモバイルシステムを

導入する経費について、国の交付金の内示交

付決定が３月中旬以降となる見込みであるこ

とから、全額を来年度に繰り越して執行する

ため、繰越明許費をお願いするものでござい

ます。 

 危機管理防災課は以上です。 

 

○𠮷仲国際課長 国際課です。 

 12ページ上段、１、国際協力推進費及び

２、国際交流推進費のうち、(1)国際交流活

性化推進事業は、所要見込額の精査を行い、

減額補正するものです。 
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 (2)市町村派遣職員人件費負担金について

は、給与改定に伴い増額補正するものです。 

 (3)高度専門通訳活用事業は、所要見込額

の精査を行い、減額補正をするものです。 

 ３、旅券発給事務費は、所要見込額の精査

を行い、減額補正をするものです。併せて、

パスポート発行手数料の歳入額の精査を行

い、財源更正を行ったものです。 

 ４、国際化環境整備推進費の(1)熊本県多

文化共生支援事業は、国庫補助金の交付決定

等に合わせて減額補正をするもので、(2)災

害時外国人支援体制構築事業は、所要見込額

の精査を行い、減額補正を行うものでござい

ます。 

 13ページをお願いします。 

 ５、ＪＥＴプログラム事業費及び貿易振興

費につきましては、所要見込額の精査を行

い、減額補正をするものです。 

 続いて、債務負担行為の追加でございま

す。 

 通訳等業務や県費留学生宿舎等賃借など７

項目の追加をお願いするものです。 

 説明は以上です。 

 

○山田くまモン課長 くまモン課でございま

す。 

 15ページをお願いいたします。 

 商業総務費について、説明欄を御覧くださ

い。 

 ２、物産振興費につきましては、くまもと

プロモーション推進事業及びくまモン共有空

間拡大推進事業、これら２つの事業に係る所

要見込額の減額となります。 

 次に、３、くまモン活躍基金積立金につき

ましては、基金の運用利息及びくまモンの海

外でのイラスト利用許諾に係るロイヤルティ

ー収入がそれぞれ確定したことに伴い増額を

計上しております。 

 くまモン課は以上でございます。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 17ページをお願いいたします。 

 表の下段、人事管理費、説明欄１の(3)障

がい者チャレンジ雇用事業につきましては、

障害のある会計年度任用職員の任用に係る経

費について、任期満了前の退職などが発生し

たことに伴う減額でございます。 

 (5)人事給与システム等再構築事業につき

ましては、次期人事給与システムの設計、開

発委託等に係る契約額が確定したことに伴う

減額でございます。 

 ２、退職手当につきましては、令和７年度

の勧奨退職者の増加が見込まれることなどか

ら、退職手当の増額をお願いするものでござ

います。 

 ３、職員研修費につきましては、職員を対

象に実施する研修及び大学院などへの職員派

遣研修に係る経費の事業実績に伴う減額でご

ざいます。 

 次に、債務負担行為の追加でございます。 

 著作物複写利用業務は、新聞などの著作物

のクリッピング利用の許諾契約を行うもの

で、年度内に契約を締結する必要があるた

め、債務負担行為の設定をお願いするもので

ございます。 

 人事課は以上です。 

 

○元田財政課長 財政課でございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 当課の補正額につきましては、大宗が２段

目、財政管理費が占めてございます。こちら

につきましては、説明欄の６、県債管理基金

積立金を御覧いただければと思いますが、地

方財政法に基づきます法定の決算剰余金の積

立てに伴うものが、大宗を占めてございま

す。 

 そのほか、元金、利子、公債諸費ございま

すけれども、順番は前後しますが、下、20ペ

ージの公債管理特別会計を御覧いただければ

と思います。 
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 こちら、市場公募債等の管理を行ってござ

いますけれども、最終的な見込額を調整しま

して今回補正を行っております。こちらに伴

いまして、上段の19ページ、20ページ上段の

一般会計の元金、利子、公債諸費につきまし

ても、繰出金のほうを調整、減額補正を行っ

ているものでございます。 

 21ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定でございます。 

 情報処理関連業務につきまして、19万

4,000円の債務をお願いしてございます。 

 こちらは、令和８年度の起債管理におきま

す補修経費につきまして、今年度中に契約を

行うことから、債務負担行為の設定をお願い

するものでございます。 

 財政課は以上でございます。 

 

○大石県政情報文書課長 県政情報文書課で

ございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 まず、２段目の文書費につきまして、説明

欄を御覧ください。 

 主な内容は、(2)市町村交流職員給与等負

担金の増額でございます。本年度の交流職員

の給与等に応じた額とするものでございま

す。 

 次に、４段目の大学費について、説明欄を

御覧ください。 

 (1)高等教育の修学支援制度に係る費用負

担は、県立大学における授業料等の減免に係

る交付金について、当初の想定より対象とな

る学生が多かったことにより増額するもので

す。 

 (3)半導体関連人材育成環境整備は、今年

度の９月補正予算で、県立大学の半導体関連

人材に要する施設整備の設計に係る交付金の

予算を３億4,800万円承認いただきました

が、入札により設計費の所要見込額が減った

ため減額するものです。 

 (4)物価高騰対策支援は、国の交付金を活

用し、県立大学に対し、電気代及び人件費の

高騰に伴う交付金を措置するものです。 

 23ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の追加でございます。 

 公立大学法人支援事業につきまして、内容

は２つございます。 

 １つ目は、大規模修繕につきまして、工事

の一部を大規模空調を停止する今年の４月か

ら５月に施行する必要が生じたことから、当

該工事に係る4,900万円余の繰越明許費をお

願いするものです。 

 ２つ目は、９月補正予算で承認いただきま

した半導体関連人材育成に要する施設整備の

設計費につきまして、基本設計は年度内に終

える見込みですが、実施設計は年度内に終わ

らず、さらに工期が必要となるため、実施設

計に係る9,800万円余の繰越明許費をお願い

するものです。 

 県政情報文書課は以上です。 

 

○帆足総務厚生課長 総務厚生課でございま

す。 

 資料24ページをお願いいたします。 

 まず、一般管理費でございますが、右側、

説明欄２の庁費の共済組合事業につきまして

は、地方公務員法共済組合法に基づく共済組

合本部への事務費負担金の増によるものでご

ざいます。 

 次に、中段の人事管理費でございますが、

１の職員福利厚生費、(1)福利厚生事業は、

職員の人間ドック等助成の所要見込額の減で

ございます。 

 (2)健康管理事業は、定期健康診断に要す

る経費の所要見込額の減でございます。 

 (3)心の健康サポート等事業は、産業医報

酬の所要見込額の減でございます。 

 ２の児童手当は、手当の所要見込額の減に

伴い減額するものでございます。 

 最後に、下段の恩給及び退職年金費でござ

いますが、受給者の減による減額をお願いし
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ております。 

 総務厚生課は以上です。 

 

○有田財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 25ページをお願いいたします。 

 下段の財産管理費です。 

 説明欄１、財産管理費のうち、(2)火災共

済金は、自然災害等に係る災害共済金等が支

払われたことにより、一般財源から諸収入へ

財源更正を行うものです。 

 説明欄３、庁舎等管理費ですが、(1)庁舎

管理費につきましては、県庁舎の光熱水費に

要する経費が当初の見込みを下回ったことに

伴う減額、(2)庁舎維持補修費は、県庁舎の

設備保全等に要する経費に係る入札残の減

額、(4)地域振興局等庁舎管理費は、総合庁

舎等の光熱費が当初の見込みを下回ったこと

及び設備保全等に要する経費について、入札

残を減額するものです。 

 (5)地域振興局等施設整備事業は、起債内

容の精査に伴い、起債を充当できない経費に

ついて、一般財源に財源更正を行うもので

す。 

 26ページをお願いいたします。 

 説明欄４、財産利活用推進費は、(1)県有

財産利活用推進事業に係る未利用財産の売却

に要する経費、(2)ＦＭ推進県有施設集約化

事業に係る委託料の入札残等をそれぞれ減額

するものです。 

 下段をお願いいたします。 

 債務負担行為の追加です。 

 宿舎等の借り上げに係る経費で、いずれも

年度内に契約する必要があるため、追加をお

願いするものです。 

 27ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の変更でございます。 

 これは、地域振興局等のＬＥＤ導入工事費

であり、ＬＥＤの需要増加に伴い、導入施工

に必要な台数確保に時間を要していることに

より、来年度へ繰越しをお願いするもので

す。 

 財産経営課は以上です。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 28ページをお願いします。 

 私学振興費の補正でございますが、説明欄

３の私学振興助成費のうち、(2)過疎私立高

等学校対策費補助及び(6)の高等教育修学支

援事業につきましては、補助対象者数が当初

の見込みより多かったことに伴い増額をお願

いするものです。 

 それ以外の事業につきましては、いずれも

対象となる生徒や学校数等が当初の見込みよ

り少なかったことなどに伴い減額をするもの

です。 

 29ページをお願いします。 

 繰越明許費の変更でございます。 

 11月議会で議決いただきました私立学校施

設災害復旧事業につきましては、国の災害復

旧補助事業に係る単県上乗せ補助ですが、国

の災害査定が４月以降に予定されており、年

度内の事業完了が困難ですので、繰越しの設

定をお願いするものです。 

 私学振興課は以上です。 

 

○藤由市町村課長 市町村課でございます。 

 30ページをお願いいたします。 

 ２段目の自治振興費の右側、説明欄になり

ます。 

 (1)自治振興支援費は、県から市町村への

権限移譲に伴う交付金の額の確定に伴いまし

て減額するものでございます。 

 (2)市町村自治宝くじ交付金は、全国宝く

じ協議会から県を経由して市町村振興協会に

配分される収益金の額の確定に伴い減額する

ものでございます。 

 (4)の市町村交流職員給与等負担金は、市

町村からの派遣職員に対する人件費負担金の
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所要見込額の増によるものでございます。 

 (5)市町村行政サービス維持向上支援事業

は、今後の行政サービスの在り方を検討する

ために、将来に向けた各種予測データを取り

まとめる市町村に対しまして、ソフト経費を

支援するための交付金となります。この交付

金を活用する市町村が当初の見込み数を下回

ったことにより減額するものでございます。 

 ３段目の選挙管理委員会費、右側、説明欄

にございます３、国庫支出金返納金は、令和

６年執行の衆議院議員総選挙に係る執行経費

のうち、１つの市におきまして、支出不要と

なりました投票立会人１名分に係る費用弁償

額の国庫委託費の交付を過大に受けていたこ

とから、この分を国庫に返還するものでござ

います。 

 下段の参議院議員選挙費は、令和７年７月

に執行いたしました参議院議員選挙の執行に

要する経費の所要見込額の減によるものでご

ざいます。 

 31ページの上の表の市町村振興資金貸付事

業特別会計につきましては、先ほど御説明い

たしました、この会計からの繰り出し先事業

でございます市町村行政サービス維持向上支

援事業の所要見込額の減によるものでござい

ます。 

 すみません、ここで37ページをお願いいた

します。 

 専決処分の報告、承認についてでございま

す。 

 １月23日の衆議院解散、そして１月27日の

公示を受けまして、２月８日に執行いたしま

した、表、上段の衆議院議員総選挙に要する

経費、それから、下段の最高裁判所裁判官国

民審査に要する経費に係る各予算を専決処分

しております。 

 すみません、31ページにお戻り願います。 

 下段の繰越明許費の追加でございます。 

 ただいま御報告いたしました専決分の選挙

執行経費につきまして、市町村における選挙

関係業務費の年度内精算が困難であるという

ことから、年度内に確定する県の事務費を除

きました計12億3,600万円余の繰越しをお願

いするものでございます。 

 市町村課は以上でございます。 

 

○楠消防保安課長 消防保安課でございま

す。 

 資料の32ページをお願いいたします。 

 上段の防災総務費につきましては、説明欄

２の防災対策費、防災消防ヘリコプター管理

運営費につきまして、防災消防ヘリコプター

運航管理等に要する経費でございます。派遣

隊員の人件費が一部増額いたしますが、全体

としては所要見込額が下回ることによる減額

及び財源更正でございます。 

 ２段目の消防指導費につきまして、説明欄

２のうち、消防体制強化推進事業は、消防指

令共同運用支援事業等に係る所要見込額が下

回ったことによる減額及び消防団関係の国の

モデル事業不採択に伴う財源更正でございま

す。 

 次の救急医療対策事業は、救急安心センタ

ーの運営に要する委託経費の所要見込額が下

回ったことによる減額と財源更正を行うもの

です。 

 ３の消防学校費のうち、管理運営費は、派

遣職員負担金の増額と維持管理運営費の経費

の減額を行うものです。 

 次の消防学校教育訓練機能強化事業につい

ては、消防学校の建て替え等に関する経費の

うち、資料館解体工事に係る入札残等の精算

に合わせて記載内容の見直しを行い、減額を

行うものです。 

 33ページをお願いいたします。 

 工鉱業振興費についてですが、エネルギー

価格高騰対策生活者緊急支援事業は、６月補

正により実施しましたＬＰガス使用世帯への

支援に要する経費ですが、事業実施の結果、

所要見込額が下回ることとなったため減額を
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行うものです。 

 次の火薬ガス等取締費につきまして、高圧

ガス取締費のうち、高圧ガス輸入検査業務委

託に要する経費の所要見込額が下回ることと

なるため減額を行うものになります。 

 次に、下段をお願いいたします。 

 債務負担行為の追加でございます。 

 防災消防ヘリの運航に必要な毎年度のヘリ

の点検整備、燃料調達などの年度当初から必

要な業務につきまして、今年度中の契約が必

要なことから追加をお願いするものです。 

 消防保安課は以上になります。 

 

○内村税務課長 税務課でございます。 

 34ページをお願いします。 

 上段の税務総務費の説明欄２、税務管理

費、(2)ふるさとくまもと応援寄附金推進費

につきましては、当初より寄附額の増加が見

込まれるため、ふるさと納税の募集や返礼品

に係る経費等を増額するものでございます。 

 ４、ふるさとくまもと応援寄附基金積立金

は、寄附金収入の増加が見込まれるため、基

金への積立てを増額するものです。 

 下段の賦課徴収費ですが、説明欄２、公金

取扱費は、個人県民税の賦課徴収を行う市町

村に対する交付金について、個人県民税の増

収により所要見込額が増加するため増額を行

うものです。 

 35ページをお願いします。 

 最上段のゴルフ場利用税交付金から最下段

の法人事業税交付金までは、県に納付された

税収を基に、市町村への交付あるいは他の都

道府県との清算を行うもので、税収の増減に

応じ、予算の増減を行っています。 

 ３段目の地方消費税清算金は、全国の都道

府県が収納した税額を一定の割合――熊本県

は約1.4％でございますが、この割合で調整

するために、他の都道府県に清算金として支

出するものでございます。地方消費税の税収

が当初の見込みより大きく増加したため、清

算金の歳出分を増額するものでございます。 

 なお、これとは別に、他の都道府県から受

け入れる清算金の歳入分もございまして、清

算後の地方消費税につきましては、84億円余

の増額となっております。 

 税務課は以上です。 

 

○受島企画課長 企画課でございます。 

 39ページをお願いいたします。 

 まず、諸費について、右側の説明欄を御覧

ください。 

 東京事務所費のうち、(2)管理運営費は、

東京事務所の管理運営及び職員宿舎借り上げ

等に要する経費の所要見込額の減でございま

す。 

 次に、計画調査費について、右側の説明欄

１、企画推進費、(1)県民生活等に係る調査

事業は、県の施策等に関するアンケートを実

施するものでございますが、業務委託に要す

る経費の所要見込額の減でございます。 

 (2)の地方創生推進事業は、県の総合戦略

の進捗に係ります外部有識者会議の運営な

ど、地方創生の推進に関する事業でございま

すが、こちらに要する経費の所要見込額の減

でございます。 

 (3)のＳＤＧｓ推進事業は、県の登録制度

の運用など、ＳＤＧｓの推進に係る業務委託

に要する経費の所要見込額の減でございま

す。 

 (4)企業版ふるさと納税マッチング促進事

業は、企業版ふるさと納税を活用し、さらな

る歳入促進の確保を図るため、民間事業者に

県外企業への働きかけを委託するものでござ

いますが、寄附実績の増加に伴いまして、寄

附に要する経費の所要見込額が増加するもの

でございます。 

 ２、世界チャレンジ支援基金積立金は、海

外留学支援への寄附金額が想定よりも少なか

ったことなどによる積立金の減額でございま

す。 
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 最後に、３、ふるさとくまもと応援寄附基

金積立金は、企業版ふるさと納税としていた

だいた寄附金のうち、後年度の事業に充当す

るため基金へ積み立てるものでございます

が、当初見込んでいたよりも多くの寄附をい

ただいた結果、基金への積立ても増額するも

のでございます。 

 40ページをお願いいたします。 

 次に、債務負担行為の追加でございます。 

 東京事務所職員宿舎等賃借は、主に東京で

勤務をいたします職員のための宿舎の借り上

げに要する経費、下段の銀座熊本館運営業務

は、銀座熊本館での県産品展示やＰＲの運営

業務委託に要する経費で、いずれも年度内に

契約を締結する必要があるため、追加をお願

いするものです。 

 企画課は以上です。 

 

○若杉地域振興課長 地域振興課でございま

す。 

 41ページをお願いいたします。 

 計画調査費について御説明いたします。 

 右側、説明欄を御覧ください。 

 １、開発促進費の(2)「環境首都」水俣・

芦北地域創造事業は、市町が国の補助を受け

て実施する施設整備に要する経費につきまし

て、国の経済対策による増によるものでござ

います。 

 ２の企画推進費の(1)移住定住加速化事業

は、天草地域における二地域居住促進実証事

業に要する経費について、国の経済対策によ

る所要見込額の増などによるものでございま

す。 

 (2)水俣・芦北地域重点施策課題解決推進

事業は、市町が実施する重点施策への補助に

ついて、補助対象経費が想定より下回ったこ

とによる所要見込額の減でございます。 

 (4)くまもと未来づくりスタートアップ事

業は、補助金交付決定後の事業規模の縮小な

どによる所要見込額の減によるものでござい

ます。 

 ３の国庫支出金返納金は、令和６年度の

「環境首都」水俣・芦北地域創造事業等の国

庫補助事業の補助金額の確定などに伴い、超

過交付金を国に返納するものでございます。 

 ４の被災住宅移転促進宅地整備受託事業

は、市町村派遣職員人件費負担金について、

球磨村からの派遣職員が終了したことによる

所要見込額の減によるものです。 

 42ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の追加についてでございま

す。 

 １段目の地価調査鑑定評価業務は、地価調

査鑑定評価業務委託について、年度内に契約

する必要があるため、債務負担行為を設定す

るものでございます。 

 ２段目の御所浦地域活性化推進事業は、御

所浦地域における地域おこし協力隊の活動支

援業務委託について、年度内に契約する必要

があるため、債務負担行為を設定するもので

す。 

 最後の移住定住相談窓口関係業務は、東

京、大阪、福岡に置いております移住定住相

談窓口の設置業務委託について、年度内に契

約する必要があるため、債務負担行為を設定

するものでございます。 

 その下、繰越明許費の変更について御説明

いたします。 

 １段目の「環境首都」水俣・芦北地域創造

事業及び２段目の移住定住加速化事業につき

ましては、国の経済対策によるものであり、

年度内の完了が困難であるため、繰越明許費

の設定をお願いするものです。 

 最後の水俣・芦北地域重点施策課題解決推

進事業につきましては、市町が実施する補助

事業において、実施設計内容を施設運営者等

との調整が必要であるため、その調整に不測

の期間を要し、年度内の事業完了が困難とな

ったため、繰越明許費の設定をお願いするも

のでございます。 
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 地域振興課は以上でございます。 

 

○吉田阿蘇草原再生・世界遺産推進課長 阿

蘇草原再生・世界遺産推進課でございます。 

 43ページをお願いします。 

 計画調査費について御説明します。 

 右側、説明欄を御覧ください。 

 １、開発促進費の市町村派遣職員負担金

は、高森町からの職員派遣による人件費の所

要見込額の増によるものです。 

 ２、企画推進費の持続可能な草原維持シス

テム構築推進事業は、牧野組合等に対する恒

久防火帯整備を支援する補助金の国の経済対

策による所要見込額の増などによるもので

す。 

 ３、文化企画推進費の世界文化遺産登録推

進事業は、阿蘇の世界文化遺産登録に向けた

取組に要する経費の所要見込額の減に伴うも

のです。 

 その下、繰越明許費について御説明しま

す。 

 阿蘇草原再生事業及び持続可能な草原維持

システム構築推進事業のうち、500万円につ

いては、阿蘇の野焼きに合わせて実施する事

業で、天候の影響により、野焼きが翌年度に

ずれ込む可能性があるため、繰越明許費の設

定をお願いするものです。 

 持続可能な草原維持システム構築推進事業

のうち、1,500万円については、国の経済対

策によるものであり、年度内の完了が困難で

あるため、繰越明許費の設定をお願いするも

のです。 

 阿蘇草原再生・世界遺産推進課は以上で

す。 

 

○牧野交通政策課長 交通政策課でございま

す。 

 44ページをお願いいたします。 

 計画調査費について、右側の説明欄を御覧

ください。 

 １、交通整備促進費についてでございます

が、まず、(1)の並行在来線対策事業は、肥

薩おれんじ鉄道が令和７年８月の豪雨被害に

よって運休区間が生じたところでございます

けれども、そこの代替バスに要する経費を補

助するものでございます。こちらの見込みよ

りも早期に運行再開が実現したことによる所

要見込額の減でございます。 

 (2)地方公共交通バス対策事業ですが、大

型二種免許取得への助成ですとか、人材確保

のための広報活動などの運転士不足対策の取

組を行うバス事業者などへの助成に要する経

費でございます。 

 続きまして、(3)地方公共交通鉄道対策事

業につきましては、安全運行確保のための設

備投資を行う鉄道事業者への支援等に要する

経費でございまして、具体的には、南阿蘇鉄

道について、国の地域公共交通再構築事業を

活用しまして、レールや枕木の更新を支援す

るものでございます。 

 (4)ＪＲ肥薩線復興アクションプラン推進

事業につきましては、同路線の復旧に向けた

機運、それからマイレール意識の醸成を図る

ものでございますけれども、今般、企業版ふ

るさと納税の充当に伴う財源更正を行わせて

いただくものでございます。 

 次に、２、空港整備促進費についてでござ

います。 

 (1)阿蘇くまもと空港国際線振興対策事業

につきましては、同空港の国際線の利用促

進、それから新規開設を図るため、県、それ

から空港周辺の市町村、経済団体などで構成

される阿蘇くまもと空港国際線振興協議会に

対しまして、ＰＲの支援ですとか利用助成な

どを行う際の原資となる負担金を支出するも

のでございますけれども、今年度は、諸般の

事情によりまして、複数の国際路線が運休す

るということが重なったこと、それから、当

初見込んでおりました既存路線の増便ですと

か、新規路線の就航の一部について、次年度
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以降も引き続き協議をしていくことになりま

して、経費の一部が不要となる見込みとなっ

てございます。 

 また、前年度からの繰越金と合わせると、

同協議会の予算総額の相当な割合を占めるこ

とになりますので、今回、同協議会の予算規

模の適正化を図る観点から減額をさせていた

だくものでございます。 

 次に、(2)天草空港運航支援対策事業のう

ち、整備費補助でございますけれども、こち

らの天草エアラインの安定運航の維持や天草

地域の振興を図ることなどを目的といたしま

して、航空機の安全運航に必要な整備規程な

どに基づく整備費用に対し、地元の市町と共

同で補助を行っているものでございますけれ

ども、今回、燃油、それから物価高騰の影響

を受け、増加した分の整備費用に国の重点支

援交付金を充てることができますので、こち

ら3,200万円余でございますけれども、一般

財源から財源更正を行わせていただくもので

ございます。 

 次に、企画施設災害復旧費でございます。 

 (1)の肥薩おれんじ鉄道災害復旧支援事業

は、令和７年８月の豪雨災害によりまして、

肥薩おれんじ鉄道の八代―日奈久温泉駅間

で、土砂流入ですとか道床が流失するなどの

被害が発生をしましたことから、同鉄道の迅

速かつ確実な復旧及び安全で安定した運行を

維持しまして、沿線住民の移動手段の確保を

図るため、肥薩おれんじ鉄道株式会社に対し

まして、国の災害復旧事業費補助と協調する

形での補助を、鹿児島県それから沿線市町と

ともに実施をするものでございます。 

 また、(2)のくま川鉄道災害復旧支援事業

は、令和２年７月豪雨災害により、人吉温

泉、それから肥後西村駅間で、橋梁流失など

の甚大な被害が発生したくま川鉄道が実施す

る災害復旧事業に対する補助でございまし

て、こちらは、復旧工事に要する経費の所要

見込額の減でございます。 

 次に、45ページをお願いいたします。 

 繰越明許費の関係でございます。 

 まず、肥薩おれんじ鉄道災害復旧支援事業

は、令和７年８月の豪雨災害に係る災害復旧

事業費への補助でございますけれども、被災

箇所が広範にわたりまして、復旧の工事の年

度内の完了が困難になってございますので、

繰越明許費の設定をお願いするものでござい

ます。 

 また、くま川鉄道災害復旧支援事業につき

ましては、こちらは、令和５年度におきまし

て、球磨川第四橋梁の工事中に、川底から強

固な岩盤、転石が発見され、全体の工程が後

ろに倒れてございますけれども、そちらの影

響で、今年度も年度内の完了が困難となって

ございまして、繰越明許費の設定をお願いす

るものでございます。 

 なお、全線運転再開につきましては、引き

続き令和８年度上半期を目指してございま

す。 

 また、残る地方公共交通バス対策事業、そ

れから地方公共交通鉄道対策事業につきまし

ては、先ほど２月補正予算として説明させて

いただいたものでございますけれども、いず

れも国の経済対策に伴い計上する事業でござ

いまして、年度内の執行が困難なため、繰越

明許費の設定をお願いするものでございま

す。 

 交通政策課は以上でございます。 

 

○宮原空港アクセス鉄道整備推進課長 空港

アクセス鉄道整備推進課でございます。 

 46ページをお願いします。 

 下段の債務負担行為です。 

 阿蘇くまもと空港アクセス鉄道広報業務

は、空港での広報看板の掲出等の継続につき

まして、年度内に契約を締結する必要がある

ため、債務負担行為を設定するものでござい

ます。 

 空港アクセス鉄道整備推進課は以上です。 
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○上野統計調査課長 統計調査課でございま

す。 

 47ページをお願いします。 

 上段の統計調査総務費につきましては、右

側の説明欄を御覧ください。 

 ２及び３の統計職員費は、統計業務を担う

職員の研修や統計の普及啓発などに要する経

費に係る国庫委託金の減額に伴う減のほか、

物件費に係る国庫委託金の減額に伴う一般財

源への財源更正でございます。 

 下段の委託統計費につきましては、国から

委託を受けて実施します基幹統計調査で、１

の毎年実施する経常分と２の５年ごとに実施

する周期分に係る国庫委託金の減額に伴う減

でございます。 

 統計調査課は以上です。 

 

○大村デジタル戦略推進課長 デジタル戦略

推進課でございます。 

 48ページをお願いいたします。 

 人事管理費で5,159万円余の減額をお願い

しております。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 (1)の電子自治体推進事業については、県

と市町村が共同で調達、運営している情報シ

ステムに係る所要見込額の減でございます。 

 (2)の公的個人認証サービス運営事業につ

いては、公的個人認証システムの運用、保守

に係る所要見込額の減でございます。 

 (4)市町村派遣職員負担金は、市町村から

の派遣職員に対する人件費負担金の増額でご

ざいます。 

 (7)の相良村情報通信基盤整備支援事業

は、情報通信基盤整備関係で、相良村への補

助に係る所要見込額の減でございます。 

 49ページをお願いします。 

 計画調査費で671万円余の減額をお願いし

ております。 

 説明欄、(1)の情報通信格差是正事業費補

助については、携帯電話等エリア整備事業の

天草市への補助に係る所要見込額の減でござ

います。 

 次に、下段の繰越明許費の変更でございま

す。 

 相良村情報通信基盤整備支援事業について

は、相良村内において民間事業者が実施する

光ファイバー整備について、相良村が当該民

間事業者に補助する費用の一部について県が

補助する事業でございます。 

 その整備工事の一部が令和８年度までかか

ることに伴い、村及び県の補助を令和８年度

に支払う必要が生じたことから、翌年度への

繰越しをお願いするものでございます。 

 デジタル戦略推進課は以上です。 

 

○四方田システム改革課長 システム改革課

でございます。 

 50ページをお願いします。 

 人事管理費で9,079万円余の減額をお願い

しております。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 (1)の電子計算管理運営事業については、

ホストコンピューターシステムの管理運営に

係る所要見込額の減、(2)の庁内情報基盤管

理運営事業については、パソコンの調達、保

守に係る所要見込額の減、(3)の電子県庁構

築事業については、ＬＧＷＡＮや電子メール

等、各種情報システムの管理運営に係る所要

見込額の減、(4)のＩＣＴを活用した働き方

改革等推進事業については、オンライン会議

システムの導入などの働き方改革等の推進に

要する経費の所要見込額の減でございます。 

 また、(5)の市町村派遣職員負担金は、市

町村からの派遣職員に対する人件費負担金の

増額でございます。 

 次に、計画調査費でございますが、2,849

万円余の減額をお願いしております。 

 右の説明欄を御覧ください。 

 熊本県総合行政ネットワーク管理運営事業
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については、県庁と市町村や県立学校など等

を結ぶ全県的なネットワーク等の保守、管理

運営に係る所要見込額の減でございます。 

 システム改革課は以上です。 

 

○甲斐政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 51ページをお願いいたします。 

 計画調査費について、総額で３億3,400万

円余の減額をお願いしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 １の企画推進費の(1)球磨川流域復興局運

営費、(2)五木村振興相談室運営費は、所要

見込額の減に伴う減額でございます。 

 (3)人吉・球磨地域未来創造人材づくり事

業は、県任用の地域おこし協力隊による地域

の課題解決や移住者を呼び込む仕組みづくり

に要する経費ですが、隊員の任用までに当初

の想定より時間を要したことから、任用して

いない期間分の不用額を減額するものでござ

います。 

 ２の五木村振興基金積立金は、運用利息の

確定に伴う増額、３の球磨川流域復興基金積

立金は、運用利息の確定及び基金返還に伴う

増額でございます。 

 ４の球磨川流域復興対策費の球磨川流域復

興基金交付金は、令和２年７月豪雨被災市町

村への支援に要する経費ですが、国の交付金

を活用される等、市町村の事業計画変更によ

る所要見込額の減に伴う減額でございます。 

 続いて、52ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の変更でございますが、庁用

自動車賃借として、限度額360万円から492万

円に増額をお願いするものでございます。 

 今回増額分は、県任用の地域おこし協力隊

が用務で使用する自動車の賃借について、年

度内に契約する必要があるため、債務負担行

為の設定をお願いするものでございます。 

 球磨川流域復興局は以上です。 

 

○小夏会計課長 会計課でございます。 

 54ページをお願いいたします。 

 まず、上の表の一般会計でございますが、

２段目の会計管理費で減額をお願いしており

ます。 

 これは、総合財務会計システムの運営等の

経費が当初見込額を下回ったことに伴う減額

でございます。 

 次の段の利子につきましても、一時借入金

が当初見込額を下回ったことに伴う支払い利

子の減額をお願いしております。 

 次に、下の表の収入証紙特別会計ですが、

一般会計繰出金の減額をお願いしておりま

す。 

 これは、一般会計の証紙による収入が当初

見込額を下回ったことに伴う減額でございま

す。 

 会計課は以上です。 

 

○阿南管理調達課長 管理調達課でございま

す。 

 55ページをお願いいたします。 

 まず、上の表、補正予算の下段、管理調達

費の減は、事務費等の所要見込額の減による

ものでございます。 

 次に、下の表は、債務負担行為の設定額変

更をお願いするものでございます。 

 債務負担行為は、令和７年度中に契約を締

結し、年度をまたいで令和８年度以降にわた

って業務を行うものについて、予算的な裏づ

けとして設定を行うものでございますけれど

も、そのうち、県有施設等管理業務など、全

庁的に共通する４業務につきましては、当課

で取りまとめ、一括して御説明をいたしま

す。 

 まず、表の縦の欄の中ほど、補正前の欄に

つきましては、これまで当初予算から11月補

正までに既に債務負担を設定した金額を計上

しております。 

 その右の補正後の欄では、補正前の額に加
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え、新たに令和８年度当初から業務を実施す

るため年度内に契約を行うものを追加した増

額後の金額を計上しております。 

 なお、この年度内に契約を行うものにつき

ましては、前回の11月補正では、入札等によ

り事務手続に相当の期間を要するものを、今

回の２月補正で、随意契約などにより事務手

続や簡易なものについて追加をしておりま

す。 

 次に、表の事項の欄を御覧いただき、ま

ず、県有施設等管理業務でございますが、こ

れは、県内各地域の総合庁舎等の清掃ですと

か、維持管理等に係る業務委託でございま

す。 

 56ページをお願いいたします。 

 給食業務については、特別支援学校の業務

委託に係るもの、次の情報処理関連業務につ

いては、各種システムの保守管理などの業務

委託に係るもの、事務機器等賃借につきまし

ては、各種システムのリースやライセンス料

などに係るものでございます。 

 なお、説明資料に数字は記載しておりませ

んけれども、補正前と補正後の額の差、つま

り増額分が、県有施設等管理業務におきまし

て７億6,000万円余、また、情報処理関連業

務において、同じく13億2,000万円余と、こ

れら４業務の中でも増額幅が大きくなってお

ります。 

 これは、額の大きなもので申し上げます

と、県有施設等管理業務では、天草空港管理

運用業務の１億2,000万円余、情報処理関連

業務では、防災行政無線設備保守点検業務委

託料の１億3,000万円余をはじめ、各種管理

や保守、システム利用料などが数多く計上さ

れていることによるものでございます。 

 なお、前年度同時期の令和６年度２月補正

と比較しますと、全体でおおむね今年度と同

程度の増額となっております。 

 管理調達課は以上でございます。 

 

○森公務員課長 人事委員会事務局でござい

ます。 

 58ページをお願いいたします。 

 上の表を御覧ください。 

 上段の委員会費につきましては、人事委員

会委員の活動実績を踏まえて、委員報酬を減

額するものでございます。 

 下段の事務局費につきましては、県職員等

採用試験に係る会場借り上げや試験問題調達

等に伴う事務費の所要見込額の減によるもの

でございます。 

 下の表を御覧ください。 

 職員採用試験会場の賃借につきましては、

令和８年度当初に実施する採用試験の会場借

り上げを行うため、債務負担行為の設定をお

願いするものでございます。 

 人事委員会事務局は以上でございます。 

 

○石井監査監 監査委員事務局でございま

す。 

 59ページをお願いいたします。 

 上段の委員費につきましては、監査委員の

報酬に係る共済費の減でございます。 

 監査委員事務局は以上です。 

 

○鈴議会事務局次長 議会事務局でございま

す。 

 60ページをお願いします。 

 上段の議会費でございますが、説明欄を御

覧ください。 

 ２の運営費は、議員の退職による政務活動

費執行残を減額するものでございます。 

 下段の事務局費でございますが、説明欄を

御覧ください。 

 ２の運営費は、会計年度任用職員に要する

経費の執行残を減額するものでございます。 

 続きまして、債務負担行為の追加でござい

ます。 

 著作物複写利用業務は、新聞等の著作物の

クリッピング利用の許諾契約を行うもので、
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年度内に契約を締結する必要があるため、債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 議会事務局は以上です。 

 

○中村亮彦委員長 以上で執行部の説明が終

わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 あわせて、発言者の方は、マイクに少し近

づいて、はっきりした口調で発言いただきま

すようお願いします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○池田和貴委員 すみません、17ページ、人

事課についてちょっとお尋ねをしたいと思い

ます。 

 17ページの２番目、退職手当が２億7,000

万増えてます。御説明だと、勧奨退職された

方が想定以上にお辞めになられたということ

だったので、これは何名ぐらい想定よりもお

辞めになられた人数がいるのかということを

まずちょっと教えてください。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 当初15名を見込んでおりましたところ、19

名ということで、４名増えております。 

 

○池田和貴委員 ４名増えたということです

ね。 

 

○寺本人事課長 はい。 

 

○池田和貴委員 ４名増えると２億7,100万

増えるんだ。結構増えるんですね。 

 

○寺本人事課長 それ以外の要因としまし

て、定年退職前に、定年退職の職員で退職す

る人数がありまして、その分の支給単価が少

し増えている。これは、給与の改定がござい

まして、給与費が一部上がっておりますの

で、退職する時点の給与を基に退職金を積算

するもんですから、その分で単価が一部上が

ってるという影響もございます。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 ４人増えたということなんで、私はすみま

せん、説明聞いて、もう少し増えたのかなと

思ってたんですが、この退職がもともと想定

したよりも増えた場合には、これ、採用を増

やすとか、そういったのと連動して考えたり

はするんでしょうか、そこは。 

 

○寺本人事課長 人事課でございます。 

 採用計画を立てる段階で、ある程度勧奨退

職ですとか、自己都合退職、過去５～６年ぐ

らいのスパンで平均値を取りまして採用計画

の数字を積んでおります。ですので、あらか

た、今回出たぐらいの数字であれば、飲み込

めるぐらいの数字ではないかと思っておりま

す。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 やはり、県の職員の皆さん方、数がかなり

減っていらっしゃいますので、また、採用に

ついてもいろいろ御苦労されているところが

多いかと思いますので、ちょっとそこが気に

なったので質問させていただいたんですが、

４名なんですけれども、やっぱりこの辺も、

今後大きく増えた場合には当然採用にも影響

してくると思うんですが、そこは考えながら

していただければというふうに思います。 

 続けて、もう１件いいですか。 

 財産経営課にちょっとお尋ねをしたいんで

すが、財産経営課の25ページ、３番目、庁舎

等管理費の庁舎管理費で、県庁舎の光熱費に

関する経費の所要見込額の減が4,700万円あ
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るということで御説明がございました。 

 実際に、世間から見ると、光熱費はかなり

高騰してて、例えば、１月からは、国の経済

対策の補助が入って、価格を抑えるような状

況になってるんですけれども、そういった状

況の中で4,700万円予算が減ったというの

は、いろいろ頑張られたのか、どういうあれ

があったのか、ちょっとそこら辺を教えてい

ただきたいと思います。 

 

○有田財産経営課長 財産経営課でございま

す。 

 光熱費につきましては、今委員御指摘のよ

うに、近年の地球温暖化の影響でありますと

か、特に夏場の空調費については、かなり上

昇カーブといいますか、増えてきているとこ

ろでございます。 

 財産経営課としましては、この光熱費が足

りなくなりますと、職員及び来庁者の方の執

務環境等、いろんな部分で御迷惑をかけてし

まうことがありますので、足りなくなること

がならないように積算して、これまで実施を

してきておりました。 

 しかしながら、近年こういった状況でござ

いますので、少し余裕がかなり厳しくなって

いるという状況でございまして、今年度でい

いますと、今の時点ですけれども、昨年度よ

り５％以上費用はガス代と電気代が増加して

おりますので、余裕としてはなくなってきて

ます。ただ、もともとの予算規模が大きいも

のですから、足りなくならないようなぎりぎ

りまで取ってた中で、余った分を今回減額さ

せていただいているという状況でございます

けれども、来年度以降の当初予算とかを考え

ていく中では、県財政も厳しい中ですけれど

も、空調費を必ず確保しながら、できる限り

執務環境を確保するということで、毎日の温

度管理をしながら、各職員の皆様方に負担を

かけないような執務環境の確保ということで

実施をしているものでございます。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 はい、分かりました。 

 年間通じて、やはり働く環境が悪化しない

ようにある程度予算を確保しているというお

話で、その中で余ったということで説明を受

けました。分かりました。 

 課長の説明もありましたように、特にやっ

ぱり夏の暑い時期の空調の利用については、

様々な声をいただいております。特に、県庁

に来られる方も含めて、ちょっとあれはもう

少し何とかならないか――何とかならないか

というのは、もう少し時間を増やすとか、温

度を下げるとか、そういうことをしないと、

働く環境としてどうなのかというようなこと

を、来庁された方からの意見として私も聞く

ことが多々あったので、そういう意味では、

減額をされているということなんですが、も

う少しそこは、今後予算的にも考えてもいい

んじゃないかなというのは私自身感じてます

ので、ちょっとそこら辺は申し添えたいと思

います。 

 説明は分かりました。ありがとうございま

した。以上です。 

 

○有田財産経営課長 先ほど委員から御指摘

いただきました時間の問題でありますとか、

今年度から、議会答弁でも言っていただいた

んですけれども、その日になってから温度が

上がったから、暑いから、それから入れ始め

るとなりますと、それまでの間、空調稼働に

は非常に時間もかかりますし、職員の皆様に

は非常に御負担をかけますので、前日まで

に、１時間ごとの気温を予測しまして、この

時間帯にこれぐらいなりそうという予測の下

に、月曜であれば、前の土曜、日曜も全部測

りながら予測をして、早め早めに入れるよう

な形を取っております。 

 それによって、朝、時差出勤で早くいらっ

しゃった方から、ある程度その空調が稼働し
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ているような状況というのを今年度創出しま

して、その結果がさっきのガス代、電気代の

５％以上の増にはなってますが、ただ、それ

をさらにべらぼうに増やすとなりますと、こ

れは、なかなか空中に消えてなくなるお金で

ございますので、できるだけ効率的にするた

めに、無駄は生じず、かつ必要な分という形

で執行していきたいと思っております。 

 ただ、外部のほうからいらっしゃると、実

は、その室温というのは、中で勤務している

人からすると、それが通常の温度でも、外か

ら入ってくると、外が暑いもんですから、中

に入ってふわっと涼しい感じを感じないと、

ちょっと暑いなと感じられる方も多いと思い

ます。 

 で、県庁舎、非常に所帯も大きいものです

から、場所場所によってはなかなか空調の効

きがが悪いとか、そういうところもあると思

いますので、そこについては、丁寧にそれぞ

れできることをやっているつもりでございま

すし、今後もさらに改善をしながら実施して

いきたいと思っております。 

 あと、予算残につきましては、労務費単価

の上昇とかで、今後もその増加が見込まれる

ところでございますけれども、予算執行課と

しましては、本当に途中で足らなくなるとい

うのが一番怖いので、ですので、ぎりぎり足

らなくならないだけの分は少し多めにいただ

いた中で、有効に活用しているというもので

ございます。 

 以上です。 

 

○池田和貴委員 ありがとうございました。 

 課長がいろいろ頑張って考えてらっしゃる

ことはよく理解をしております。説明からも

よく分かりました。また、いろんな声も届い

ているんでしょう。それも、何となく言葉の

ふわっとしたところから分かるような気がす

るんですけれども、ただ、やっぱり時代も変

わっていってるので、特にやっぱり近年の暑

さは、私たち昭和の世代なんですけれども、

昭和の世代は、例えば、暑くても我慢しろと

か、いわゆる根性論もあったんですけれど

も、そういう時代からさらに暑くなっていっ

て、いわゆる根性じゃどうしようもならない

ようなところもあるんじゃないかと思うんで

すよね。だから、そういう意味では、やはり

時代に応じて考えていくことも大事かなと思

ってます。で、それは課長だけじゃなくて、

部長も含めて、そこはやっぱり考えてらっし

ゃると思うので、部長、よかったら一言お願

いします。 

 

○千田総務部長 御指摘ありがとうございま

した。 

 実は、この空調問題につきましては、今年

度徹底に財産経営課と議論しながら進めてま

いりました。 

 通常であれば、昨年度まででしたら、室温

は28度以下にするというのが基準だったんで

すけれども、プラスで不快指数77％というの

がありました。ただ、できることはもうとこ

とんやってみようということで、国の情報等

も収集したところ、不快指数は現在75％に見

直されているということも分かりまして、県

庁内でもその基準に沿って取り扱い、昨年度

から変えたようなところもあります。 

 また、御指摘のとおり、県庁内からも、暑

い、寒い、様々な声は毎日のように聞かれて

おります。その都度、現場も確認しながら、

例えば、空調、その部屋ごとに吹き出し口の

温度を変えたりですとか、いろいろ工夫はし

ているつもりです。それでも十分でないのは

今でも庁内から声は伺っておりますし、委員

御指摘のとおり、庁外からの方の指摘もある

かと思います。 

 一方で、ＣＯ₂削減の努力も必要なもので

すから、引き続きバランスを取りながら進め

る必要があると考えておりますので、極限ま

でできることはやっていきたいと考えており
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ます。努力してまいりたいと思います。 

 

○池田和貴委員 部長のバランス感覚に期待

してますので、頑張ってください。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑ありません

か。 

 

○西聖一委員 すみません、３点お願いしま

す。 

 15ページ、くまモン基金積立金、ロイヤル

ティーが入ってますけれども、これはアサツ

ーディ・ケイが管理して、ロイヤルティーが

入ってると思うんすけれども、イメージとし

ては、中国から入ってきているような気がし

てるんですが、中身がどういうふうなのかと

いうのと、もし中国であれば、こういう今現

状であれば、ロイヤルティーの減収という

か、見込みとかいうのが分かれば教えてくだ

さい。 

 それと、28ページです。 

 私学振興課の(3)就学支援助成金、８億減

額してますけれども、対象人数が減っている

ということですが、大体何人ぐらい予定し

て、どれくらい足りなかったのかなというの

と、対象者がいても申請する人がいなかった

という意味で対象者がいないのかというのを

ちょっと教えてください。 

 それと、最後に、51ページです。 

 一番下の４の球磨川の復興対策費でコミュ

ニティー施設への助成ということで、これも

３億ぐらい減ってますけれども、その施設改

修の物件がなかったのか、できなかったの

か、それとも、市町村が自分でやりますと

か、地域でやりますということで減ったのか

どうなのかということを教えていただきたい

と思います。 

 よろしくお願いします。 

 

○山田くまモン課長 くまモン課でございま

す。 

 くまモンのイラストの海外展開について御

質問いただいたかと思います。 

 委員から御説明がありましたとおり、ＡＤ

Ｋエモーションズという民間の事業者にくま

モンの財産を貸し付けまして、海外で今展開

を行っているところでございます。 

 少し具体的に申しますと、平成30年の10月

から、海外で自由に――自由というか、くま

モンをどんどん活用してくださいということ

で、いわゆるキャラクタービジネスとして展

開をしております。 

 で、国内におきましては使用料無料で御活

用いただいてるんですが、海外におきまして

は、不正利用対策ですとか、あと、プロモー

ションに要する経費として、ロイヤルティー

を使用される企業等から徴収をして、事業を

展開しております。 

 ＡＤＫエモーションズのほうが許諾しまし

たくまモンのイラストを利用した商品の売上

げについてですが、直近のデータがございま

す。令和６年分で21億円の売上げ、平成30年

以降令和６年までの売上げの累計が263億円

ということで推計をしているところでござい

ます。 

 で、その中の６割から７割程度が中国での

売上げという状況で、その他、香港、台湾、

タイ等ございますが、中国が売上げの大きな

部分を占めている状況になります。 

 で、昨今の日中関係の悪化等もございます

ので、その影響について、加えて御説明をさ

せていただきたいというふうに思いますが、

まず、中国におけるくまモンの人気という部

分で申し上げますと、ＳＮＳに関して、中国

向けに、中国国内のウェイボーとかレッドと

かを使った情報発信を行っておりますが、こ

ちらの情報発信に関しては、利用者に関して

は引き続き増加しているような状況で、足元

で見ても、くまモン人気というのをＳＮＳか

ら見たところでは減っていない状況です。 
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 で、商品展開につきましても、現在進行中

のものについて、くまモンのイラストを使う

のをやめようとか、そういったような話には

至っておりませんので、引き続き、中国につ

いては、くまモンのキャラクタービジネスの

展開は行っていくということ。 

 それから、台湾、香港、それからタイ、こ

ちらにつきましても、従前以上に力を入れ

て、海外全体で売上げがさらに伸びていくよ

うに取組を進めたいというふうに思っており

ます。 

 以上になります。 

 

○松村私学振興課長 私学振興課でございま

す。 

 今回就学支援金事業の８億円を減額という

ことで上げさせていただいておりますけれど

も、就学支援金の中身につきまして、内容と

して、既存の制度の部分、いわゆる910万以

下の方に対する最大39万6,000円を支給する

部分、既存の制度に加えまして、令和７年度

につきましては、臨時支援金と申しまして、

要は、910万以上の世帯については、公立高

校と同様の月額9,900円で、年額で11万8,800

円と。ここが、所得制限が撤廃されている部

分がございます。その２つを合計したもの

で、就学支援金事業として予算を立てており

ました。 

 で、実際８億円の減額ということだったん

ですけれども、まず、既存の部分につきまし

て、当初予算では、大体１万7,900人程度見

込んでおりました。ただ、実績の見込みが約

900人減ということで、この部分で約９億円

の減となっております。 

 一方で、臨時支援金につきましては、当

初、大体3,000人程度と見込んでおりました

けれども、こちらが、実績が900人ぐらい増

えているということで、既存の制度で900人

減って、臨時のほうで900人増えているとい

うことで、臨時のほうでプラスの１億円とい

うことでしたので、既存でマイナス９億円

に、プラスの１億円ということで、合わせて

８億円の減額という内容になっております。

よろしいでしょうか。 

 以上でございます。 

 

○甲斐政策監 球磨川流域復興局でございま

す。 

 球磨川流域復興基金交付金の減額になりま

した主なものについて御報告いたします。 

 まず、復興まちづくり拠点整備等支援事

業、こちらは、拠点施設を整備する地域団体

や市町村に対し費用を助成するものなんです

が、既存の国、県の補助事業や交付金事業が

あれば、そちらを優先的に活用していただく

ということになっておりまして、今回計画し

てこちらの基金を希望されていたものの、今

回、国の第２世代交付金の対象になることが

分かりましたので、こちらの基金の活用を取

り下げられたのが１件ございます。 

 また、別の事業で、木造仮設住宅の利活用

等支援事業というものがございまして、これ

は、既存の仮設住宅を移転して施設に活用さ

れるときに、その移設費用を支援するものな

んですが、村のコミュニティー施設を建設さ

れる予定だったのですが、その計画が次年度

にずれるということで、７年度の活用をやめ

られて、また来年度新しく申請されることに

なったりですとか、別の案件で、村有住宅を

整備されるということだったんですが、入居

世帯が予定の半数になったということで減額

になったりすることがございます。 

 また、被災文化財の復旧支援事業というも

のがございますが、活用を予定される民間の

方が、その復旧の計画が、やはり令和８年度

以降にずれ込むということで、７年度の活用

を見送られたというものでございます。 

 主なものは以上でございます。 

 

○西聖一委員 それぞれ御説明いただきまし
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た。事情もよく分かりましたが、聞いたの

は、今年の決算委員会でも、前川議員のほう

から、あんまり差が大きいような予算のつく

り方は慎重にというのもちょっと耳に残って

ましたので、差が大きいから聞いたところで

ありますけれども、それぞれ事情があるとい

うことで、よく理解しましたので、結構で

す。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございます

か。 

 

○堤泰之委員 10ページをお願いします。 

 防災総務費の(8)の防災ＤＸ推進事業です

けれども、記憶では、これまで随分防災シス

テムに関しては、なかなか発注がうまくいか

ないというか、苦労しているということを聞

いておりましたけれども、このＤＸ推進事業

に関しては、国のものを使うというふうな形

で先ほど聞いたと思いますが、具体的にはど

ういったものになるのかということと、あ

と、新しく住家被害の認定調査のモバイル化

というのは、具体的にどういった形で進むの

か、教えていただければと思います。 

 

○井上危機管理防災課長 危機管理防災課で

ございます。 

 まず、事業の中身でございますけれども、

災害時に被災者の方の生活再建の起点となる

罹災証明の発行に当たっては、住家被害認定

調査が必要になります。現行は紙による調査

ということにいたしてるんですが、この調査

を迅速化、省力化するために、モバイル端末

を活用して調査するというシステムを新たに

導入するものでございます。 

 具体的には、令和９年度からの導入を考え

ておりまして、来年度１年間は開発の期間に

充てたいというふうに考えております。 

 財源につきましては、今回、国の経済対策

で、未来交付金という交付金ができましたの

で、それを活用させていただくということに

予定しております。 

 ただし、その内示交付決定が３月中旬見込

みであることから、今回全額を繰り越して、

令和８年度の開発ということに充てたいとい

うふうに考えております。 

 危機管理防災課は以上です。 

 

○堤泰之委員 現場としては、やはり罹災証

明がスムーズに出るということは非常に大事

なことだと思うんですけれども、これはもう

県独自で開発されるということでしょうか。 

 

○井上管理防災課長 実際は、調査に当たる

のは市町村の職員ということになりますが、

やはり、県下統一したシステムのほうがより

いいだろうということで、今回は県のほうで

財政負担をしてということで考えておりま

す。 

 以上です。 

 

○堤泰之委員 はい、分かりました。 

 確かに、この人材いないときにちょっと開

発大変だと思いますけれども、はい、いい取

組だと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○中村亮彦委員長 ほかに質疑はございませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で質疑を

終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第３号、第11号、第

13号及び第20号について、一括して採決した

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外４件について、原案のとおり
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可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外４件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 最後に、委員の皆様からその他で何かあり

ましたら質問をお受けいたします。 

 委員から何かありませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○中村亮彦委員長 なければ、以上で本日の

議題は終了いたしました。 

 最後に、要望書が１件提出されております

ので、参考としてお手元に写しを配付してお

ります。 

 それでは、これをもちまして第８回総務常

任委員会を閉会いたします。 

  午前11時19分閉会 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

  総務常任委員会委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


